
2
市民一人ひとりの気
づきと見守りを促す 3

悩みに寄り添える人
を養成する

4
こころの健康づくり
を推進する

5
社会全体の自殺リスク
を低下させる

地域自殺実態プロファイル
の提供を受け、対策に反映

県「こころのオンライン相談
＠ぐんま」を活用

精神保健福祉相談等を実施し、
必要に応じて関係機関・サー
ビスにつないでいる

国等の調査研究結果を確認
し対策に反映 別紙１
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1
子ども・若者への
支援を充実する

7
自殺未遂者の再度
の自殺を防ぐ

6
勤務問題による自殺
対策を推進する

35健康相談：こども支援課
（妊産婦の相談）
25・26要保護児童対策地域協議会
：こども支援課
（特定妊婦、要保護・要支援児童
の支援）
50精神保健福祉嘱託医師相談
：保健予防課
（母子・思春期相談）
＊医師確保に向け調整中

※その他
予期せぬ妊娠に悩む女性に対し、
県が「性と健康の相談センター事
業」として「ぐんま妊娠SOS事
業」を実施。市は周知啓発をして
いる。 等

67ジョブセンターまえばし
：産業政策課
（若者や女性等への就職支援）
43市民相談：市民協働課
（近隣、離婚その他幅広い相談）
44男女共同参画相談・DV相談
：共生社会推進課
（悩み相談、DVの相談） 等

・精神保健福祉相談・普及啓発等を実施し、
必要に応じて関係機関等につないでいる
・その他各課による各種困難な問題への支援
（健康相談、生活困窮相談等）別紙２参照

県「自死遺族相談支援事業」
を活用(広報まえばしに掲載）

・相談機関一覧を作成し民間
団体を含め各種問題に関する
相談先を周知（いのちの電話、
SNS相談等）
・R4年度いのちの電話事務所
訪問
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女性が抱える困難にも関連した自殺予防対策事業（主なもの）

0～19 歳

乳幼児・学童・思春期
65歳～

高齢期

20～39 歳

青年期

40～64 歳

壮年期

17 月いち健康相談

24 新生児訪問

8 普及啓発事業 23 相談窓口の一元的な情報発信 43市民相談 47 生活保護運営事業 48 生活困窮者自立支援事業

9 ゲートキーパー研修 16 市民健康講座 45 消費生活相談 46 多重債務（借金問題）相談
48 生活困窮者自立支援事業 51 精神科医によるこころの相談 52 こころの健康に関する相談
70 自殺企図者相談支援事業

6 ひきこもりの相談 67 ジョブセンターまえばし
68 就職促進のためのセミナー

50 精神保健福祉嘱託医師相談（母子・思春期相談）

19 高齢者電話訪問事業
63 ひとり暮らし高齢者訪問

4 家庭児童相談 25・26 要保護児童対策協議会 35 （妊産婦・乳幼児）健康相談
36 家庭児童相談 37 こどもの発達に関する相談 38 母子（父子）家庭に関する相談

18 いきいき健康教室 44 男女共同参画相談・DV相談

別紙2大綱13関連


